
青森県医療費適正化計画（第三期）の実績に関する評価（概要・実績データ更新版）

平成30年度から令和5年度までの青森県医療費適正化計画（第三期）の計画期間が終了したことから、高齢者の医療の確保に関する法律第12条第1項の規定
により、目標の達成状況並びに施策の実施状況の調査及び分析を行い、実績に関する評価を行うものです。

1 実績に関する評価の目的

２ 概況

④推計値と実績値

の差（③－②）
③実績値

②推計値

（適正化後）

①推計値

（適正化前）

△ ７９４,４５３４,５３２４,５８７平成30年度

△ １１８４,５００４,６１８４,６７４令和元年度

△ ３６１４,３４４４,７０５４,７６２令和２年度

△ ３７２４,４１６４,７８８４,８４６令和３年度

△ ４２４４,４４８４,８７２４,９３０令和４年度

△ ３６２４,５９５４,９５７５,０１７令和５年度

表１ 青森県の医療費推計と実績の差異 （単位:億円）

図２ 年齢調整後の1人当たり国民医療費（令和５年度）図１ 青森県の1人当たり国民医療費の推移
出典:国民医療費

出典:医療費の地域差分析（電算処理分）出典:国民医療費

〇青森県の医療費の実績値は、第三期計画期間を通じて、適正化後の推計値を下
回って推移しており、目標を達成しています。（表1）

〇青森県の１人当たり医療費は、平成30年度の約352.6千円から令和５年度の約
388.1千円まで増加していますが、年齢調整後の１人当たり医療費（339.6千円）
は全国平均（366.2千円）を大きく下回っています。（図1・2）
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青森県医療費適正化計画（第三期）の実績に関する評価（概要・実績データ更新版）

目標達成に向けた主な取組実績第三期の目標項目

・普及啓発・受診環境の整備
・人材育成
・市町村への支援
・効果的な保健指導を実施するためのデータ
等活用

53.5%（令和５年度）
・市町村国保 37.8％
・国保組合 33.1％
・協会けんぽ 66.5％
・健保組合 88.6％
・共済組合 81.8％

68％以上（令和５年度）
・市町村国保 60％以上
・国保組合 70％以上
・協会けんぽ 65％以上
・健保組合 90％以上
・共済組合 90％以上

①特定健康診査の実施率

31.0％（令和５年度）
・市町村国保 41.9％
・国保組合 0.0％
・協会けんぽ 28.2％
・健保組合 77.3％
・共済組合 22.5％

45％以上（令和５年度）
・市町村国保 60％以上
・国保組合 30％以上
・協会けんぽ 35％以上
・健保組合 85％以上
・共済組合 45％以上

②特定保健指導の実施率

・メタボリックシンドロームに関する知識の
普及啓発
・栄養・食生活の改善及び身体活動・運動の
推進

14.17%の減少（令和５年度）25％以上の減少（令和５年度）
③メタボリックシンドローム
の該当者及び予備群の減少率

④喫煙防止対策

・喫煙が健康に及ぼす影響に関する正しい知
識の普及啓発
・受動喫煙防止対策
・禁煙支援

男性35.4%、女性12.0%（令和４年度）男性23％以下、女性5％以下（令和４年度）ア 成人の喫煙率

中一男子0.2%、中一女子0.0%
高三男子0.9%、高三女子0.7%
（令和元年度）

0％（令和４年度）
イ 未成年者の喫煙率

1.6%（令和４年度）0％（令和４年度）ウ 妊娠中の喫煙率

県庁舎100％、市町村庁舎100％、教育・
保育施設99.4%、医療機関99.3%、事業
所（50人以上）60.0%、事業所（50人未
満）69.1%（令和３年度）

100％（令和４年度）エ 受動喫煙防止対策（施
設内禁煙）を実施している施
設の割合

３-1 県民の健康の保持増進に関する目標・施策の進捗状況
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青森県医療費適正化計画（第三期）の実績に関する評価（概要・実績データ更新版）

目標達成に向けた主な取組実績第三期の目標項目

・広報媒体を利用した普及啓発や市町村への
支援
・積極的な情報提供、ワクチン接種費用の一
部助成等

予防接種を促進複数ワクチンに関する正しい知識の啓発及
び広域予防接種体制の充実を図ることによ
り、予防接種を促進⑤予防接種の推進

・生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
・糖尿病重症化予防対策
・高齢者の低栄養防止・重症化予防対策

186人（令和４年度）185人（令和４年度）⑥生活習慣病等の重症化予防
の推進（糖尿病性腎症による
年間新規透析導入患者数）

３-2 医療の効率的な提供の推進に関する目標・施策の進捗状況

目標達成に向けた主な取組実績第三期の目標項目

・使用促進にあたっての課題整理や必要な方
策の検討
・パンフレットや希望シール配付等による啓
発及び医療費差額通知の送付
・調剤薬局訪問によるPR等

85.3%（令和５年度）80％以上（令和５年度）

①後発医薬品の安心使用促進
（後発医薬品の使用割合）

・医薬品の適正使用に関する普及啓発、対象
者への訪問指導
・重複投薬や多剤投与に関する周知活動

医薬品の適正使用の促進
（参考）3医療機関以上から重複投薬を
受けている患者の割合
0.071％（平成30年度）→0.075%（令和
5年度）

患者や医療機関及び薬局に対して、医薬品
の適正使用に関する普及啓発活動の推進

②医薬品の適正使用の推進

〇特定健康診査実施率、特定保健指導実施率及びメタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率については、いずれも目標を達成できなかったことか
ら、引き続き関係者の取組を促進していく必要があります。
〇喫煙防止対策については、目標を達成できなかったことや喫煙率が全国平均より高く推移していることから、引き続き取組を促進していく必要があります。
〇後発医薬品の使用割合は、目標を達成しているものの、医療の質を保ちつつ患者負担の軽減や医療費の効率化を図るため、安心して使用できることを前提
に関係者の更なる取組を促進する必要があります。

４ 今後の課題等
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